
米子市ふるさと納税楽天ポータルサイト管理運営業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 この要領は、米子市ふるさと納税楽天ポータルサイト管理運営業務の受託事業者（以

下「受託者」という。）を公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）方式

により選定するにあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

米子市ふるさと納税楽天ポータルサイト管理運営業務委託 

（２）業務の内容 

   仕様書のとおり 

（３）契約期間 

   契約締結日から令和６年３月３１日まで 

   委託期間は、委託期間満了の６か月前までに申出がないときは、令和７年３月

３１日までの間において、１年を単位として更新するものとする。ただし、令和

６年度においては、この業務に係る市予算が成立したときに、その効力を生ずる

ものとする。 

（４）提案上限額 

   ３，７５０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 
   （委託料算出方法） 

楽天ポータルサイトを通じた令和５年度寄附額から楽天ポータルサイトを通じた

令和４年度寄附額を差し引きした金額に受託者が提案した率を乗じて算出された金

額とする。 

寄附額の増加等により、委託料が委託料上限額を超える場合、委託料を増額する場

合がある（ただし、市予算が措置された場合に限る）。 

※参考：楽天ポータルサイトを通じた令和４年度寄附額を３億８千万円とし、楽天

ポータルサイトを通じた令和５年度寄附額は４億５千５百万円を見込む。 

※提案上限額は、契約時の予定価格を示すものではない。 

 

２ 参加資格 

 本業務のプロポーザルに参加することができる者は、本業務の趣旨を理解し、且つ

実績及び能力を有する事業者で、本市との協議、調整が必要なときは誠実な対応と柔

軟で確実に履行することが可能な者であり、参加申請書提出時点において、次の事項

を全て満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者。 



（２）本業務と同種又は類似業務を処理した実績を有すること。 

（３）米子市の競争入札参加に係る指名停止措置を受けていないこと。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがな

されていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に

規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させてい

ないこと。 

（６）米子市が課する税の滞納をしていない者。 

 

３ 事務担当   

（１） 郵便番号 ６８３－８６８６  

住所   鳥取県米子市東町１６１番地２（米子市役所第二庁舎４階） 

     担当部署 米子市経済部商工課ふるさと振興担当 

電話番号 ０８５９－２３－５３７５  

FAX    ０８５９－２３－５３５４ 

電子メールアドレス furusato@city.yonago.lg.jp 

（２）提出方法 

    持参又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４

年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９

項に規定する特定信書便事業者（以下、「信書便事業者」という。）による同

条第２項に規定する信書便（以下、「信書便」という。）により事務担当へ提

出すること。 

なお、郵便又は信書便による提出は、書留郵便又は信書便事業者の提供する

信書便の役務うち書留郵便に準ずるものによることとし、令和５年３月３日（火）

正午までに到着したものに限り、受付ける。ただし、運搬、送付途上での事故

については、提出者の責任とする。なお、持参する場合は、閉庁日（日曜日及

び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日をいう。以下同じ。）を除く、各日の午前８時３０分から午後５時１

５分までとする。（最終日は、正午までとする。） 

（３）提出期限 

   令和５年３月３日（金）正午 

（４）提出書類 

（ア）参加申込書兼誓約書（第２号様式） 

（イ）役員調書兼照会承諾書（第３号様式） 



（ウ）市税等同意書兼誓約書（第５号様式） 

（５）辞退 

   参加申込に関する書類を提出した後、参加を辞退する場合は、辞退届（第６号

様式）を提出すること。なお、すでに受理した参加申込書兼誓約書及び役員調書

兼照会承諾書は返却しない。 

 

４ 質問及び回答に関すること 

本プロポーザル実施要領及び本プロポーザルの実施に関する質問は、質問書（第

１号様式）により行うこと。 

なお、提出されたすべての質問に対する回答は、順次ホームページで回答する。

電話や口頭による質問は一切受付けない。 

（１）質問書の提出期限 

令和５年２月２０日（月）正午 

（２）提出先 

米子市経済部商工課 

（３）提出方法 

   次に示すメールアドレスに送付すること。なお、件名を「ふるさと納税プロポ 

ーザル質問書（事業所名）」とすること。 

電子メールアドレス furusato@city.yonago.lg.jp 

（４）質問に対する最終回答 

令和５年２月２８日（火）午後４時までに行う。 

（５）質問書における制限事項 

次に掲げる事項に該当する質問は、一切受付けない。 

 （ア）本プロポーザル実施要領及び本プロポーザル実施に係る内容以外の質問 

 （イ）質問書以外による質問（電話等による質問） 

 

５ 企画提案書に関すること 

（１）企画提案書は仕様書に沿って作成すること。 

（２）資料を添付する場合は、資料番号を付し、企画提案書の関連ページにも資料番

号を表記すること。 

（３）仕様書に示すもの以外に、本要領の趣旨を達成するために有効な方法がある場

合 

は、積極的に提案すること。 

（４）企画提案書の提出先 

郵便番号 ６８３－８６８６  

住所   鳥取県米子市東町１６１番地２（米子市役所第二庁舎４階） 

         担当部署 米子市経済部商工課ふるさと振興担当 



電話番号 ０８５９－２３－５３７５  

FAX    ０８５９－２３－５３５４ 

電子メールアドレス furusato@city.yonago.lg.jp 

（５）提出方法 

持参又は郵送若しくは信書便事業者による信書便により提出すること。なお、郵

便又は信書便による提出は、書留郵便又は信書便事業者の提供する信書便の役務の

うち書留郵便に準ずるものによることとし、令和５年３月７日（火）正午までに到

着したものに限り、受け付ける。なお、持参する場合は、閉庁日を除く、各日の午

前８時３０分から午後５時１５分までとする。（最終日は、正午までとする。） 

（６）提出期限 

   令和５年３月７日（火）正午 

（７）提出書類 

ア 企画提案書                          １０部 

イ 見積書（任意様式）                       １部 

ウ 見積明細書（任意様式）                              １部 

エ 会社概要（任意様式）                      １部 

オ 過去における本業務と同種又は類似業務の主な業務実績（第４号様式）１部 

カ その他提案事項 

本市に有意義な提案があれば記載する。 

見積書には、本事業において米子市が負担することとなる費用について、全て記載

すること。 

 

６ 審査項目、評価基準及び選考体制 

（１）選考体制 

   審査は、「米子市ふるさと納税楽天ポータルサイト管理運営業務委託プロポー

ザル審査委員会」（以下、「選考委員会」という。）が行う。 

（２）失格条項   

   次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

  ア ２に掲げる資格を有しない者。 

  イ 提案書類等に記載すべき事項に不備がある場合。 

  ウ 提出書類等に虚偽又は違法な行為の記載がある場合。 

  エ 提案書等の作成方法及び提出方法を遵守しない場合。 

  オ この実施要領に掲げる手続き以外の方法によって、選考委員会の委員又は関 

係者等と本プロポーザルに関する援助を求めた場合。 

  カ その他選考委員会が不適格と認めるとき。 

（３）審査及び選定方針 

ア 審査の方法 



６（２）の失格事項に該当しない提案者を対象に、選考委員会において審査 

を行う。 

イ プレゼンテーション 

    企画提案内容について、次のとおりプレゼンテーションを実施する。 

  （ア）実施日時 

     令和５年３月１４日（火）実施時間及び会場については参加者に対し、別 

途通知する。 

  （イ）所要時間 

     ３０分以内（説明２０分以内・質疑応答１０分以内、準備、撤去含む） 

  （ウ）留意事項 

事前に提出した提案書類を用いて説明すること。既に提案しているものを補

足するような資料であれば、別途用いてもよい。ただし、新たな追加案件は不

可とする。 

  ウ 審査基準 

    次の項目について評価を行う。 

  （ア）業務経歴（２０点） 

  （イ）業務実施体制（３０点） 

  （ウ）ふるさと納税のＰＲ（３０点） 

  （エ）見積書（２０点） 

  エ 選考結果の通知 

選考結果は、決定後速やかにすべての提案者に郵送で通知する（令和５年３月

２４日（金）を予定）とともに、米子市ホームページにて公表する。 

 

７ 契約に関する事項 

（１）契約締結の交渉 

   米子市は最も優れた提案を行った者と業務委託契約に係る随意契約の締結交渉

を行う。ただし、次のいずれかの事由により、業務委託契約が締結できない場合

には、次点の者と随意契約の締結交渉を行う。 

ア 契約候補者が、地方自治法施行令第１６７条の４第 1項又は第２項の規定に該

当することとなったとき。 

イ 契約候補者が、米子市から指名停止を受けることとなったとき。 

ウ 契約候補者が本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

エ その他の理由により契約候補者と契約締結が不可能になったとき。 

（２）契約金額 

   契約金額は、発注者の定める本業務に係る予算の範囲内とする。 

（３）業務委託契約内容及び実施条件 

   本業務の委託契約内容については、候補者の提出書類等に記載された内容を尊



重し、米子市において定める。 

（４）契約条件 

   契約条件は、「業務委託契約書」に定めるほか、米子市契約規則（平成１７年

米 

子市規則第４３号）の定めるところによる。 

 

８ スケジュール 

  応募から提案の審査、業務実施までの流れは次のとおりとする。 

（１）質問書の提出期限 

   令和５年２月２０日（月）正午 

（２）質問に対する最終回答期限 

   令和５年２月２８日（火）午後４時 

（３）参加申込書兼誓約書の提出期限 

令和５年３月３日（金）正午 

（４）企画提案書の提出期限 

令和５年３月７日（火）正午 

（５）プレゼンテーションの実施日 

令和５年３月１４日（火）を予定 

（６）審査結果の通知 

令和５年３月２４日（金）を予定 

 

９ その他留意すべき事項 

（１）提出された提案書類等は、返却しない。 

（２）提案書等の作成及び提出に要する費用は、本プロポーザルに参加する者の負担

とする。 

（３）提案者が提出する書類は、米子市情報公開条例（米子市条例第２２号）の規定

により非公開の扱いとなるものを除き、公文書公開の対象となるので留意するこ

と。 

（４）提案を取り下げる場合は、辞退届（様式第６号）を提出するものとする。 

（５）本公募は、令和５年３月定例会において、令和５年度当初予算成立を前提とし

た事前準備手続きであり、本事業は予算成立後に効力を生じる。市議会において

予算案が否決された場合は契約を締結しない場合がある。 

 

１０ 米子市ふるさと納税楽天ポータルサイト管理運営業務委託公募型プロポーザル

選考委員会 

（１）設置 

   受託者の選定のため、米子市ふるさと納税楽天ポータルサイト管理運営業務委



託プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

（２）審査方法 

審査委員会は、提案された企画について、提案書及びプレゼンテーションにより

審査を行い、「企画提案書等評価要領」に基づき評価を行う。また、最優秀提案者

を選定する。 

 


